
「滋賀県リサイクル製品利用促進要綱」 新旧対照表                    （下線部分が改正箇所） 

旧 新 
滋賀県リサイクル製品利用促進要綱 

 
第１条 

 

～       （省略、改正なし） 

  

第13条  

 

 

   付 則 

 この要綱は、平成１７年３月１４日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１７年１２月２８日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１８年１１月２７日から施行する。 

   付 則 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 第５条第１項の規定は施行日以後に認定する製品に適用し、施行日前に認定を受けた製品

については、なお従前の例によるものとする。 

３ 第８条第３項の規定は施行日以後に認定する製品に適用し、施行日前に認定を受けた製品

に係る同項の規定の適用については、同項中「３年間」とあるのは「５年間」とする。 

 

 

 

 

 

別表（第４条関係）       （省略、改正なし） 

 
 

滋賀県リサイクル認定製品循環資源使用率 

品目（製品名） 循環資源 使用率 

紙製事務用品 ファイル 古紙、紙くず 概ね 50%以上 

滋賀県リサイクル製品利用促進要綱 
 
第１条 

 

～       （省略、改正なし） 

  

第13条  

 

 

   付 則 

 この要綱は、平成１７年３月１４日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１７年１２月２８日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１８年１１月２７日から施行する。 

   付 則 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 第５条第１項の規定は施行日以後に認定する製品に適用し、施行日前に認定を受けた製品

については、なお従前の例によるものとする。 

３ 第８条第３項の規定は施行日以後に認定する製品に適用し、施行日前に認定を受けた製品

に係る同項の規定の適用については、同項中「３年間」とあるのは「５年間」とする。 

   付 則 

 この要綱は、平成２３年１月１１日から施行する。 

 

 

 

別表（第４条関係）       （省略、改正なし） 

 
 

滋賀県リサイクル認定製品循環資源使用率 

品目（製品名） 循環資源 使用率 

紙製事務用品 ファイル 古紙、紙くず 概ね 50%以上 



廃プラスチック 概ね 70%以上 文具・事務用品 

生活・文化用品 

容器・包装用品 

家具 

屋外用品、園芸用品 

間伐材(※)、小径材(※) 概ね 70%以上 

生活用品 琵琶湖管理派生物（ヨシ、水草） 概ね 10%以上 

生活・文化用品 

 

 

 

 

木質ボード 

 

間伐材(※)、小径材(※) 

廃木材 

概ね 70%以上 

概ね 50%以上 

竹繊維製品 タオル、生活用品 間伐竹等(※) 概ね 70%以上 

再生繊維製品 

 

制服 

作業服 

再生PET樹脂 概ね 50%以上 

動植物性残さ、有機性汚泥、動物

のふん尿、木くず、樹皮、刈草 

概ね 70%以上 農業・園芸資材 肥料・堆肥 

琵琶湖管理派生物（ヨシ、水草） 概ね 10%以上 

各資材 

擬木、型枠 

廃プラスチック等 概ね 70%以上 

コンクリート二次製品等 

 

 

汚泥（焼却灰） 

灰溶融スラグ 

ガラスカレット 

概ね 40%以上 

概ね 20%以上 

概ね 10%以上 

砂利廃土、砕石廃土、建設残土、

浚渫土 

汚泥（焼却灰） 

灰溶融スラグ 

ガラスカレット 

概ね 70%以上 

 

概ね 40%以上 

概ね 20%以上 

概ね 10%以上 

タイル､ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯ

ｸ、煉瓦等 

 

陶磁器くず（廃瓦含む） 概ね 40%以上 

遊歩道舗装材、法面緑化 

資材 

木くず、樹皮、刈草 概ね 70%以上 

土木建築資材

等 

改良土 

 

建設系無機汚泥、砂利廃土、砕石

廃土、建設残土、浚渫土 

概ね 70%以上 

上記以外の製品 循環資源 別途決定 

・ 使用率は製品重量に対する当該循環資源の占める割合。 

・ すでに全国流通している古紙再生コピー用紙のほか、用途が一般化しているコンクリートがら・アスファ

ルトコンクリートがらを原材料にした再生砕石、再生路盤材、再生加熱アスファルト等は対象としない。 

    (※)製品の原材料として利用する間伐材、小径材、間伐竹等は県内産材に限る。 

 

 

廃プラスチック 概ね 70%以上 文具・事務用品 

生活・文化用品 

容器・包装用品 

家具 

屋外用品、園芸用品 

間伐材(※)、小径材(※) 概ね 70%以上 

生活用品 琵琶湖管理派生物（ヨシ、水草） 概ね 10%以上 

生活・文化用品 

 

 

 

 

木質ボード 

 

間伐材(※)、小径材(※) 

廃木材 

概ね 70%以上 

概ね 50%以上 

竹繊維製品 タオル、生活用品 間伐竹等(※) 概ね 70%以上 

再生繊維製品 

 

制服 

作業服 

再生PET樹脂 概ね 50%以上 

動植物性残さ、有機性汚泥、動物

のふん尿、木くず、樹皮、刈草 

概ね 70%以上 農業・園芸資材 肥料・堆肥 

琵琶湖管理派生物（ヨシ、水草） 概ね 10%以上 

各資材 

擬木、型枠 

廃プラスチック等 概ね 70%以上 

コンクリート二次製品等 

 

 

汚泥（焼却灰） 

溶融スラグ 

ガラスカレット 

概ね 40%以上 

概ね 10%以上 

概ね 10%以上 

砂利廃土、砕石廃土、建設残土、

浚渫土 

汚泥（焼却灰） 

溶融スラグ 

ガラスカレット 

概ね 70%以上 

 

概ね 40%以上 

概ね 10%以上 

概ね 10%以上 

タイル､ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯ

ｸ、煉瓦等 

 

陶磁器くず（廃瓦含む） 概ね 40%以上 

遊歩道舗装材、法面緑化

資材 

木くず、樹皮、刈草 概ね 70%以上 

土木建築資材

等 

改良土 

 

建設系無機汚泥、砂利廃土、砕石

廃土、建設残土、浚渫土 

概ね 70%以上 

上記以外の製品 循環資源 別途決定 

・ 使用率は製品重量に対する当該循環資源の占める割合。 

・ すでに全国流通している古紙再生コピー用紙のほか、用途が一般化しているコンクリートがら・アスファ

ルトコンクリートがらを原材料にした再生砕石、再生路盤材、再生加熱アスファルト等は対象としない。 

    (※)製品の原材料として利用する間伐材、小径材、間伐竹等は県内産材に限る。 



 


